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開会 午前１１時０４分 

    ◎開会宣告 

〇議長 多比良和伸君 ただいまから予算審査特別委員会を開きます。 

 

    ◎正・副委員長の互選 

〇議長 多比良和伸君 お諮りします。 

 正副委員長の互選については、慣例により私から指名することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、私から指名します。 

 予算審査特別委員長には水島美喜子委員、同副委員長には高田浩子委員を指名します。 

休憩 午前１１時０４分 

〔委員長 水島 美喜子君 着席〕 

再開 午前１１時０６分 

〇委員長 水島美喜子君 本日の委員会に一般傍聴の方から委員会傍聴の申出がございま

した。このことについて許可することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時０８分 

 

    ◎開議宣告 

〇委員長 水島美喜子君 直ちに議事に入ります。 

 

〇委員長 水島美喜子君 本委員会に付託されました議案第１号 令和７年度砂川市一般

会計補正予算、議案第２号 令和７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３

号 令和７年度砂川市介護保険特別会計補正予算、議案第４号 令和７年度砂川市後期高

齢者医療特別会計補正予算の４件を一括議題といたします。 

 お諮りします。審査の方法としては、まず一般会計を行うこととし、歳出を款、項ごと

に、続いて地方債補正、歳入の審査の順で行い、次に特別会計の歳入、歳出を一括審査す

る方法で進みたいと思います。このことにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

 それでは、初めに議案第１号 令和７年度砂川市一般会計補正予算の歳出から審査に入

ります。 
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 １１ページ、第２款総務費、第５項統計調査費について質疑ありませんでしょうか。ご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１２ページ、第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんでしょうか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、第６款農林費、１項農業費、２目農業振興費でありますけれ

ども、畑地化促進事業補助金というところで、先ほど議場で総務部長から提案説明があっ

たわけなんですけれども、もう少し詳しく詳細について伺います。 

〇委員長 水島美喜子君 農政課長。 

〇農政課長 奥山雅喜君 詳細についてということでございますけれども、このたびの補

正ですが、畑作物の国内需要が高まっている中、需要の高い野菜や大豆、小麦、ソバなど

の畑作物の増産のため、水田を畑地化して畑作物の生産をする農業者に対しまして円滑な

移行を促すために国が支援をするものでございます。全額国費で道を通じて補助するもの

であります。 

〇委員長 水島美喜子君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、補助のことが分かりました。これに関しては、先ほど

も土地改良区というようなお話が総務部長からもあったわけなんですけれども、農家さん

から申請等は行われた上で流れとして補助金が交付されるというような流れになっている

んでしょうか。 

〇委員長 水島美喜子君 農政課長。 

〇農政課長 奥山雅喜君 農業者の方からは、２月に畑地化を希望する旨を砂川市農業再

生協議会に申出をいただいております。それから、６月に農業者の方から畑地化を希望し

ますという、水田ですね。そちらの水田の位置等を農業再生協議会に申請をいただいてお

りまして、我々は７月に現地確認を行う流れになってございます。 

〇委員長 水島美喜子君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで現地確認を行ったということが分かりました。 

 ということは、もう農家さんにとっては申請もしてあるし、お金の負担もないというよ

うな理解でよかったんでしょうか。伺います。 

〇委員長 水島美喜子君 農政課長。 

〇農政課長 奥山雅喜君 先ほどご答弁申し上げましたけれども、農家さんにとりまして

は畑地化を希望する水田を指定しまして、砂川市農業再生協議会に申請をするのみとなっ

ております。国からの補助ですけれども、農業者を介さずに国から道、道から市、市から

農業再生協議会、農業再生協議会から土地改良区に補助、決済金が支払われますので、農

家さんの手間にはならないと考えております。 

〇委員長 水島美喜子君 他にご発言ありませんでしょうか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１３ページ、第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんでしょうか。 

 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 活性化プラザの管理委託料についてなんですけれども、先ほど提案説明

がありましたけれども、活性化プラザの受変電設備等の更新というお話だったんですけれ

ども、ちょっと具体的に話していただけますか。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 具体的にというようなお話でございます。 

 キュービクル式高圧受電設備及び埋設高圧ケーブルにつきましては、平成３年に開館し

た当時から設備されたものでございまして、法定耐用年数が１５年程度のものでございま

す。こちらについても既に３４年が経過しているものというところでございまして、老朽

化が基本的には顕著になっているもの、そして今年５月に法定の年次点検がございました。

点検をした際に再稼働しない、再起動しないといったところの一時的な不具合が生じたこ

ともございまして、こちらについては今後もう一度回復する見込みが次に生じたときに不

可能であるという可能性も含めて更新のタイミングであろうと。そして、併せて高圧ケー

ブルにつきましても法定年数につきましては２０年のものなんですけれども、これについ

ても先ほど申し上げたとおり３４年経過しているというところもありまして、いろいろ今

後不具合が生じるものという認識の下、更新すべきものという判断で予算をつけさせてい

ただいたところでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 もう少し詳しくというのは、そのキュービクルで何とかかんとかという

そのものが分からないんです。 

 それで、この市債が防災関係の市債になっているので、そこも併せてもうちょっとそち

らの詳しい説明をお願いします。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 キュービクルというのが高圧の受電設備という、それ

の規模が若干小さいものでございまして、その箱の中に開閉器とか、変圧器とか、制御装

置とか、その他もろもろのものが入っていますと、それが一括収容されているものですと。

個別にそれぞれの機能を果たしているところなんですけれども、そこの部分の先ほど申し

上げたところの遮断機といったところが電気を一旦止めて、そして復活させるに当たって

そこが通常起動しなかったというところをもって、それが今回の更新の理由の一つになっ

ているところであるんですけれども、そして、かつ事業債の部分だったかと思うんですけ

れども、その予算の部分につきましては秋頃に予定しておりますが、指定避難所に砂川ハ

イウェイオアシス館を予定しているところでございまして、こちらの部分について、防災

インフラの整備を行えるように創設された地方債として緊急防災・減災事業債を適用させ
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てというところを予定しているところでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 いわゆる電気設備の大事なところが老朽化のために駄目になってしまっ

たので、交換すると。市債に関しては、上手にいいメニューを取ったということのようで

すね。 

 それで、たしか先ほどの説明でいうと３４．８％の負担が市ということのようですけれ

ども、これは何かの決まりがあってこうなっているのかどうかお伺いします。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 ３４．８％の割合の件でございます。 

 こちらについては、砂川市の持分としまして３４．８％といったところでございまして、

砂川ハイウェイオアシス館の残りの６５．２％につきましては、ハイウェイオアシス観光

さんの持分でございますと。その持分割合に応じた負担割合として３４．８％といったこ

とになりまして、その支払いの方法につきましては管理委託費というものをハイウェイオ

アシス館で指定管理いただいている事業者になっておりますもんですから、そこの部分で

委託料の一環として増額した上で管理費として支払いをさせていただく予定となっている

ところでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 ２階部分の活性化プラザは市のものですよね。ということは、その最初

の段階である程度こういうことが起きたときには、一定の割合でというような契約か何か

があった上での話なのかどうか、その辺を教えてください。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 持分の負担案分についての契約関係があったか否かの

件かと思われますけれども、こちらにつきましてはもちろん共用部分といったところの考

え方としまして負担案分すべきもの、事今回に関しましては機械室に係る部分でございま

す。こちらについては、どちらの持分でもなく共用部分といったような形で、こちらに係

る改修費等につきましては、当初から費用負担を双方でするというような形で契約的なこ

とをさせてもらっているところでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 一遍に答えてくれるとこんなに何回も聞かなくて多分済むと思うんだけ

れども、そのものによっていろいろな取決めがあるのかどうかなんですよ。もうちょっと

全体的に統一的に分かりやすく説明はできるものなんでしょうか。 

〇委員長 水島美喜子君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 ちょっと私からご説明します。 

 キュービクルの問題は解決したと思いますけれども、これまで１階部分は中央バスの観

光の部分が持っていますけれども、２階は市の持ち物ということで、その持分からいうと
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２分の１ずつになるんですけれども、これまでも共用部分の考え方につきましては総体の

面積案分ということでやっているのが答えは３４．６％ですか、というのが面積案分とい

うことになっていますので、外壁を最近やっていますけれども、その部分ですとか防災関

係のものについては、あとＬＥＤ関係もその案分でやっております。 

 それで、本来は年度当初の中で予算要求をしながら議論をするところなんですけれども、

なかなか民間さんも、民間さんという言い方がいいか分かりませんけれども、使えるもの

は使うというところ、ここまできております。平成３年４月にオープンしていますので、

３４年たっていますので、これ以上やるともう先ほど言った電源が上がらないとかという

こともありますので、今回年度の途中の補正となってございますので、こういった財源を

私どもは緊急防災・減災事業債を活用しながらできたので、よかったんですけれども、こ

れが一般財源となりますと非常に大きな費用負担になりますので、これをどうやって払っ

ていくのかというのはまた別な議論になりますが、今回はそういった形でできたので、よ

かったなと思ってございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 今副市長おっしゃったような心配をするんですよね。平成３年度以降と

いうことだったら本当にもう大分たってきているんで、ここがくるということはほかのと

ころのもくる可能性もあるのかな、くるというのは悪くなる可能性もあるのかなという心

配ですよね。共用部に関しての３４．８という最初からの取決めじゃないような、最初か

らの取決めなんでしょうか、その共用部に関しては。ちょっとそこを確認させてください。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 改修に当たって１０年ぐらい前、平成２８年、２９年

といったところで共用部分の改修が必要な箇所が当時出ております。屋根や外壁、そして

トイレ等の改修といったところが当時あったところでございます。こちらにつきましては、

当時負担案分につきましては登記面積の割合に応じて案分していたというような経緯があ

りまして、そこがスタートだったというところの資料、書類の確認を取りますとそういう

状況でございましたと。それが今時点で３４．８％になったのは、実際の北海道の都市公

園条例だったと認識しておりますけれども、そこに係る面積割合といったところの減免対

象とか、そういったところの必要な費用案分についての割合が決められたのが２９年度以

降に発生したものの改修については現時点での３４．８％の割合を負担するというような

約束事になって運用させてもらっているところでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 答えは同じなんですけれども、例えば２階の何かをやるとなると

私どもの持分があるので、これは２階、キッズルームをやるときも全部費用負担しており

ます。 

 それで、２８年という話ありましたけれども、私も２８年のときに、もうそのとき財政
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担当しておりましたけれども、議員さんでおられる山下さんも当時担当されていたのかと

思いますけれども、率の取決めは共用部分についてはこの面積案分の数字を使うというの

が慣例といいますか、当時から修繕は出てきていますので、それ以降やったものについて

は、共有部分についてはこの数字を使うと。ただ、実際に例えばその損傷のあった部分で

一番どれが使うんだとかという部分については、これからもその都度その協議をしていか

なければならないんですけれども、こういったような高圧受電を全部一括で受けるものに

ついては、こういった案分でやっていくのが一番ベターなのかなという思いでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 そこの部分は分かりました。 

 先ほどは、これ結構な、市の部分が３４．８％で２，２００万円ほどなので、全体から

すると１億円はいかないけれども、近い金額になるのかなと思うんですよね。それで、工

事の事業者はハイウェイオアシス館の発注と言ったのかな、そちらの関係だとおっしゃっ

たと思うんですけれども、そこは実際そうなのかどうか確認をさせてください。 

〇委員長 水島美喜子君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 今おっしゃっていただいたとおりでございますが、費

用負担につきましては請負業者は中央バスさんというか、砂川ハイウェイオアシス観光株

式会社さんにお願いをした形で請負を、発注工事をしていただくことになっております。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 本当は２分の１の市の活性化プラザがあって、それの共用部ということ

であるならば、いや、この事業者さんが地元の業者さん使ってくれるのかどうか分かりま

せんけれども、できれば地元の業者さんがやってもらえるといいなというのは市議として

の立場ですよね。その辺のところはどうなんでしょうか。決まっているのか、まだ決まっ

ていないのか分からないんですけれども、中央バスの業者さんならいっぱいあるんだろう

なとも思うので、そういう点はどうなのかお伺いします。 

〇委員長 水島美喜子君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 私ばかり、ちょっと先に手を挙げさせていただきましたけれども、

２８年のときの修繕もたしか、どなたかかは忘れましたけれども、同じようなというか、

同様の意見といいますか、質問されてございます。当然公共事業ですので、市内の事業者

というのが一番ベターなんですけれども、システム的なものを知っているのが、中央何と

かさんというところがやはり建物の管理を１年間していただいていますので、そういった

方たちがやるほうが一番早く、しかも安価だというようなこともございますので、そうい

った部分についてはお任せするしかないのかなと思っていますし、市内の業界が入ってい

くというのはちょっと難しいのかなと。同様に、あそこの建物の管理の中で例えば除雪で

あるとか、市道の高速の入り口の時間の開閉とかという部分も一手に総合的に受けてもら

っていますので、建設部で市道の管理、高速の入り口の除雪も同一の業者に実施していた
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だいていますので、なかなか市内の業者が入っていくというのは難しいのかなとは思って

ございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 その中央何とかというの、今副市長が言ったのが気になるんだけれども、

それはメンテの会社なのか、私は先ほど案分しているのは中央バスの何とかという、何で

も何とかだな、ハイウェイオアシス館を経営しているところと思ったわけですよ。だから、

そうだとすれば何でそこが直結で仕事を引き受けなければならないのかとふと思うわけで

すよね。案分している対象は砂川市と、それから中央バスのところでしょう。同じ中央と

いうのが出てしまっているけれども、今ハイウェイオアシス館を運営しているのは要する

に民間事業者でしょう。でも、そこは工事と直接関係しているところではないわけじゃな

いですか。つまり発注者なんでしょう。だとすれば、その発注者を決める段階で市だって

３４．８％あるし、全体としては２分の１の権利というか、市のものなわけですよ。だと

すれば、やはり私の立場からすれば、できれば市内の事業者にこの１億円に近い仕事が流

れてもらえれば、これはいいなと率直に思うわけです。どうしてそうならないのかという

のをお伺いします。 

〇委員長 水島美喜子君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 今回の予算は管理委託料ということで予算計上させていただいて

いまして、指定管理の中の事業ということでどうしても仕切りをしなければならないとい

うことでございますので、これは２８年のときにも別途例えば外装というんですか、そう

いった形の工事請負という形ではなくて、管理委託料の中で事業をしてもらっていますの

で、そういった部分についてはなかなか別途頭出しは難しいのかと思います。これが頭出

しが別なものであれば、今委員さんが言われるような方法は新年度予算ではあろうかと思

いますけれども、今回については年度途中でございますので、管理委託料の中で仕切りを

するというようなことでございます。 

〇委員長 水島美喜子君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 何か副市長とやり合っている感じがあるんですけれども、もう今になっ

たらしようがない、そちらを向きますけれども、たまたまこれが管理委託料ということだ

からというようなお話だったんですけれども、それこそ平成３年度からということになれ

ば、まだまだいっぱいこのメンテナンスなり、それから修理なりが出てくると思うんです

よ。それによっては、つまり仕事の内容によっては地元の事業者も関わっていける可能性

があるものなのかどうなのか。もう全部あそこのものは、いわゆる管理委託料という名目

の中で地元の事業者は入っていけないと考えたほうがいいのかどうか。ちょっと質問が広

がってしまいましたけれども、これ最後にしますので、お答えいただきたいと思います。 

〇委員長 水島美喜子君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 今回の補正予算に関連してということで、そういった意味でちょ
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っとご説明させていただきます。 

 幅広なご質問になってなかなか言いにくいんですけれども、提案したときもちょっとお

話をしていますけれども、年度途中の点検の中でこういった不具合を発見したので、これ

が長期間にわたって使えないことがあってはいけないという観点から補正予算で年度内に

直すというようなことでございます。それで、一番いい方法は何かというような中で、今

管理委託料の中で、指定管理の中で直していくというのが今回の取決めでございますけれ

ども、これらのほかにやはり平成３年４月に開設した施設でございますので、相当老朽化

しておりますが、幸いにして外壁はきれいに塗り直しているというのがありますので、も

うちょっともつのかなと思います。ただ、一方で子どもの国からのエントランス部分です

とかというのは、非常に雨の日は滑るというような状況もございますので、そういった部

分であればどういったところのエントランスが駄目だとかというのは、やはり２階に直結

しているのでというようなことであれば、その都度審議しなければならないと思いますの

で、それについては将来のことですので、ちょっとこの予算から離れますけれども、これ

については十分な議論はできるのかなと思ってございますので、ただ、今ここでお約束が

できるものでもございませんので、その都度協議をしていきたいと思ってございます。 

〇委員長 水島美喜子君 他にご発言ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１４ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑ありま

せんでしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続いて、４ページ、第２表、地方債補正について質疑ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続いて、歳入に入ります。７ページから１０ページまで質疑ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより、議案第１号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第２号 令和７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算の審査に入りま

す。 

 これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんでしょうか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより、議案第２号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第３号 令和７年度砂川市介護保険特別会計補正予算の審査に入ります。 

 これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第４号 令和７年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算の審査に入り

ます。 

 これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会宣告 

〇委員長 水島美喜子君 以上で本委員会に付託されました議案第１号から第４号までの



 －13－ 

各議案の審査を全て終了いたしました。 

 これで予算審査特別委員会を散会いたします。 

散会 午前１１時４０分 
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       委 員 長 


